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渋川市

おくやみ手続きナビ利用案内

スマートフォンやパソコンで簡単な質問に答える
だけで必要な手続きが確認できます。ぜひご利用
ください。
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ご遺族の方へ

このたびのご不幸を悼み、謹んでお悔み申し上げます。
渋川市では、 亡くなられた方に関する市役所を中心とした手続きをまとめた「おくやみハンド
ブック」を作成いたしました。
このハンドブックが、ご遺族の皆様のお役に立てば幸いです。
ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

� 渋川市役所　０２７９－２２ー２１１１（代表）
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身近な人が亡くなられた後の手続きなど一般的な流れ（目安）

○葬儀・法要の連絡・調整
○通夜・葬儀・告別式
○初七日
○四十九日
○納骨

○死亡届
○健康保険・世帯主変更
○年金関係の手続き
○公共料金などの手続き
　（49 ページ参照）

○遺言書の調査・遺言書の検認
○相続人の調査・確定
○相続財産の調査
○相続放棄・限定承認

○所得税の準確定申告
　（54 ページ参照）

○遺産分割協議
　（53 ページ参照）

○払戻・解約・名義変更など

○相続税の申告・納付
　（54 ページ参照）

○相続税の延納・物納の申請

○一周忌 ○遺留分侵害額請求

葬儀・法要 届出・手続き 税金

３
か
月
以
内

４
か
月
以
内

１
年
以
内

　

か
月
以
内
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（53 ページ参照）

渋川市で必要な手続きについては7ページから、窓口・問い合わせ先とあわせて掲載しています

ので、ぜひそちらもご確認ください。

大切な方を喪い大変な時期かとは思いますが、必要な手続きを済ませられる一助となれば幸い

です。
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来庁時にお持ちいただくもの

手続きの際にご用意いただく主なもの

手続きに来庁される方（ご遺族・ご親族など）のもの

□  本人確認書類 
顔写真付きの場合は１点、顔写真のないものは２点必要です。
有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

○顔写真付きのもの
　〔例〕運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4月 1日以降に発行のもの）、
　　　 マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、
　　　 精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など

○顔写真のないもの
　〔例〕健康保険の資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書、
　　　 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、
　　　 年金証書など

□  預貯金通帳など口座番号が確認できるもの（相続人代表者及び喪主、年金請求者）

□  葬祭を行った事実が確認できる書類（会葬礼状、葬儀領収書など）

□  その他、担当課から事前に案内があった書類など

□  委任状（代理人が手続きをする場合）

亡くなられた方のもの

□  印鑑登録証（カード）

□  国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格確認書、介護保険の被保険者証

□  各種受給者証、身体障害者手帳、療育手帳など

□  基礎年金番号が記載されているもの（年金手帳及び年金証書）

死亡届後のお手続きに必要なものをご案内しています。

お手続きによって必要なものが異なりますので、7ページ以降をご確認のうえご来庁ください。
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総合型ワンストップサービスコーナーのご案内

死亡届後に必要となる複数のお手続きを、庁舎内を移動せずに１カ所で済ますことができる
窓口です。
※上下水道局などの第二庁舎にある課につきましては、ワンストップサービスの対象外です。

場所：渋川市役所本庁舎１階　市民課前（渋川市石原 80 番地）

　　　受付時間：午前９時～ 11時　午後２時～４時（完全予約制）
　　　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）

お手続きは完全予約制です。ご利用を希望される方は、
下記電話番号からご予約ください。
（混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。）
お手続きは、約１時間が目安です。

電話予約：0279-22-2459（市民課）

お手続きは下記の各行政センターでも可能です。（予約不要）

□�伊香保行政センター… （渋川市伊香保町伊香保 162 番地１　　☎ …0279-72-3155）

□�小野上行政センター… 　（渋川市村上 3756 番地３　　　　　 　☎ 0279-59-2111）

□�子持行政センター… （渋川市吹屋 384 番地　　　　　　　　☎ 0279-24-1211）

□�赤城行政センター… （渋川市赤城町敷島 568 番地１　　　　☎ 0279-56-2211）

□�北橘行政センター… （渋川市北橘町真壁 2372 番地１　　 　☎ 0279-52-2111）
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区分 該当事項 ✓□ 詳細ページ

戸籍・住民登録に
関する手続き

国内で亡くなられた □
P.7

国外で亡くなられた □

世帯主が亡くなられた □
P.8

印鑑登録をしていた □

自治体の発行したカード類を所有していた □ P.9

亡くなられた方の相続などに必要な証明書を取得する □ P.10

保険に関する
手続き

国民健康保険に加入していた □ P.11

後期高齢者医療保険に加入していた □ P.14

福祉医療制度を利用していた □ P.16

国民健康保険に加入する □ P.17

年金に関する
手続き

国民年金を受給していた □ P.18

亡くなられた方が、原則65歳未満で（過去に）国民年金
（第１号被保険者・任意加入被保険者）に加入していた □ P.19

介護保険に関する
手続き

介護保険被保険者証などを持っていた □ P.22

介護認定を受けていた □ P.23

高齢者支援に関す
る手続き

緊急システムサービス機器などの貸し出しを受けていた □
P.24

救急医療情報キットの給付を受けていた □

税金に関する
手続き

市民税・県民税が課税されていた □ P.25

バイク・軽自動車を所有していた □ P.26

固定資産（土地・家屋）を所有していた □ P.27

市税などに未納がある □ P.28

口座振替で納税していた □ P.29

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 ✓□ 詳細ページ

福祉（障害）に
関する手続き

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を
交付されていた □

P.30
自立支援医療受給者証を交付されていた □

特別障害者手当などを受給していた □ P.31

心身障害者扶養共済制度を利用していた □ P.32

子どもに関する
手続き

児童手当を受給していた □ P.34

児童扶養手当を受給していた □ P.35

特別児童扶養手当を受給していた □ P.36

上下水道に関する
手続き 水道の契約などをしていた □ P.38

住まいに関する
手続き

市営住宅に入居していた □ P.39

空き家になる □ P.40

その他の手続き

高齢者タクシー利用券を交付されていた □
P.41

運転免許証自主返納支援事業のタクシー利用券などを交
付されていた □

道路を占用していた □
P.42

農地を所有していた □

森林を所有していた □
P.43

犬を飼っていた □

市有墓地を利用していた □

P.44市有墓地に遺骨を埋蔵・改葬する □

ごみを処分する □

図書館の本・CD・DVDを借りていた □
P.45

犯罪により亡くなられた □
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１．戸籍・住民登録に関する手続き

国内で亡くなられた 

国外で亡くなられた 

手続き詳細 期　限

国内で亡くなられた場合、死亡届の提出が必要です。

死亡届の提出後、埋火葬許可証を発行します。埋火葬許可証は、墓
地や寺院へ納骨する際に必要となりますので、大切に保管してくだ
さい。なお、火葬は事前の予約が必要です。

亡くなられたことを知っ
た日を含め７日以内

手続き可能な人

親族・同居人など（法律
で定められています）

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡届（記載済のもの）

□ 死亡診断書または死体検案書（医師による証明のあるもの）

市民課 管理係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

手続き詳細 期　限

日本国籍の方が国外で亡くなられた場合、死亡届の提出が必要です。 亡くなられたことを知っ
た日を含め３か月以内

手続き可能な人

親族・同居人など（法律
で定められています）

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡届（記載済のもの）

□ 死亡診断書または死亡事実を証する書面とその翻訳文（翻訳者
の氏名が必要）

市民課 管理係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

死亡届の提出手続き

死亡届の提出手続き
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１．戸籍・住民登録に関する手続き

世帯主が亡くなられた 

手続き詳細 期　限

世帯主が亡くなられた場合、死亡届の提出時に市が同一世帯員の中
から新しい世帯主を任意に設定させていただきます。

新世帯主を他の人に変更する場合は、変更の手続きをしてください。

亡くなられた方以外の世帯員がいない場合もしくは１人だった場合
は手続きは不要です。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

同一世帯員

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出者の本人確認書類
※別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。

市民課 市民係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

世帯主変更届の提出手続き

印鑑登録をしていた

手続き詳細 期　限

死亡日をもって、印鑑登録は廃止となります。印鑑登録証（カード）
は返却していただくか、ハサミで裁断するなどしてご自宅にて処分
してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） 市民課 市民係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

印鑑登録証の返却手続き
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１．戸籍・住民登録に関する手続き

自治体の発行したカード類を所有していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が以下のカード類を所有していた場合、返却の必要
はありませんので、ハサミで裁断するなどしてご自宅にて処分して
ください。

・マイナンバーカード

・個人番号通知カード

※相続などの手続きで、亡くなられた方のマイナンバーの提示を求
められる場合がありますので、すべてのお手続きが完了するまで
マイナンバーカードや個人番号通知カードは保管しておくか、番
号を控えておくことをお勧めします。

なし

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

以下、お持ちだったもの

□ 亡くなられた方のマイナンバーカード

□ 亡くなられた方の個人番号通知カード

市民課 市民係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

カード類の処分手続き

MEMO  MEMO  
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１．戸籍・住民登録に関する手続き

亡くなられた方の相続などに必要な証明書を取得する 

手続き詳細 期　限

各種手続きに必要な証明書などの種類は、手続き先にご確認のうえ
ご請求ください。

※死亡届出後、戸籍に死亡事項が記載されるまでに１～２週間程度
かかります。

　本籍地が渋川市以外の場合には、本籍地の市区町村役場へお問い
合わせください。

　出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、複数の戸籍になる
ことがあります。

　亡くなられた方の本籍地は、埋火葬許可証や住民票の除票で確認
することができます。また、戸籍の筆頭者は亡くなられても変わ
りませんのでご請求の際にはご注意ください。

※死亡日の記載された住民票の除票を請求する場合は、請求理由、
提出先を詳細に申請書へ記載していただきます。なお、マイナン
バー入りの住民票の除票は交付できません。

なし

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 申請者の本人確認書類
※申請する方が亡くなられた方の法定相続人でない場合は、委任状
や遺言書の確認が必要となります。

※本籍地以外で戸籍謄本等を請求できるのは、本人、配偶者、直系
尊属、直系卑属に限られます。委任状による請求はできません。

市民課 管理係・市民係
☎ 0279-22-2459
または
各行政センター

各種証明書の取得手続き

MEMO  MEMO  
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葬祭費の請求手続き①

２．保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

喪主の方へ葬祭費の支給がありますので、葬儀終了後に申請してくだ
さい。

※亡くなられた方が国民健康保険に加入してから３か月以内の場合
は、葬祭費の支給について相談してください。

葬祭を行った日の翌日から
２年間

手続き可能な人

喪主

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の保険資格がわかるもの（資格確認書等）

□ 葬祭を行った事実が確認できる書類（会葬礼状、亡くなられた
方及び喪主が明記されている葬儀領収書など。コピー可）

□ 喪主名義の金融機関口座がわかるもの

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

国民健康保険に加入していた

資格確認書などの返却手続き②
手続き詳細 期　限

亡くなられた方の国民健康保険資格確認書をお持ちであれば返却し
てください。

また、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特
定疾病療養受療証をお持ちだった場合には、あわせて返却をお願い
します。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

同一世帯員
親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書

以下、お持ちだったもの

□ 限度額適用認定証

□ 限度額適用・標準負担額減額認定証

□ 特定疾病療養受療証

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター
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告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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世帯主変更手続き③
手続き詳細 期　限

国民健康保険に加入していた世帯主、または、国民健康保険に加入
している方の世帯の世帯主が亡くなられた場合、世帯主変更の手続
きをしてください。

また、ご家族の国民健康保険資格確認書などの差し替えが必要です。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

同一世帯員

必要なもの 問い合わせ先

□ 国民健康保険の保険資格がわかるもの（資格確認書等）（世
帯の被保険者全員分）

以下、お持ちだったもの

□ 限度額適用認定証

□ 限度額適用・標準負担額減額認定証

□ 特定疾病療養受療証

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

２．保険に関する手続き

国民健康保険に加入していた

国民健康保険税手続き④
手続き詳細 期　限

国民健康保険税は月割となりますので、税額に変更が生じた場合は、
死亡届を受理した翌月以降に世帯主宛に納税通知書を送付します。

世帯主が亡くなられた場合は、亡くなられた方の国民健康保険税の
納税を管理する方（相続人代表者）へ送付します。

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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MEMO  

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請手続き⑤
手続き詳細 期　限

１年間（８月～翌年７月）に支払った医療費と介護保険の自己負担額が
一定額を超えたときは、その超えた分が高額医療・高額介護合算療養
費として支給されます。

基準日（７月末）から２年
以内

手続き可能な人

相続人代表者

必要なもの 問い合わせ先

□ 高額医療・高額介護合算療養費支給申請書

□ 支給申請及び受領に係る申出書誓約書

□ �戸籍謄・抄本（死亡日以降に交付され、亡くなられた方と申請
者の関係がわかるもの）

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

送付先変更手続き⑥
手続き詳細 期　限

各種通知は、今までの住所地に送付されますので、他のところへ送付を
希望される場合は、送付先変更の手続きをしてください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 申請者の本人確認書類 保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461

２．保険に関する手続き

国民健康保険に加入していたチ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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葬祭費の請求手続き①
手続き詳細 期　限

喪主の方へ葬祭費の支給がありますので、葬儀終了後に申請してくだ
さい。

葬祭を行った日の翌日から
２年間

手続き可能な人

喪主

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療の保険資格がわかるもの（資
格確認書等）

□ 葬祭を行った事実が確認できる書類（会葬礼状、亡くなられた
方及び喪主が明記されている葬儀領収書など。コピー可）

□ 喪主名義の金融機関口座がわかるもの

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

後期高齢者医療保険に加入していた

資格確認書などの返却手続き②
手続き詳細 期　限

亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書をお持ちであれば返却し
てください。

また、特定疾病療養受療証をお持ちだった場合には、あわせて返却を
お願いします。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

同一世帯員
親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書

以下、お持ちだったもの

□ 特定疾病療養受療証

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

２．保険に関する手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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後期高齢者医療保険料手続き③
手続き詳細 期　限

後期高齢者医療保険料は月割となりますので、保険料額に変更が生じ
た場合は、死亡届を受理した翌月以降に相続人宛に保険料変更通知書
を送付します。

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請手続き④
手続き詳細 期　限

１年間（８月～翌年７月）に支払った医療費と介護保険の自己負担額が
一定額を超えたときは、その超えた分が高額医療・高額介護合算療養
費として支給されます。

基準日（７月末）から２年
以内

手続き可能な人

相続人代表者

必要なもの 問い合わせ先

□ 高額医療・高額介護合算療養費支給申請書

□ 支給申請及び受領に係る申出書

□ 戸籍謄・抄本（死亡日以降で申請書の提出日から 6か月以
内に交付され、亡くなられた方と申請者の関係がわかるもの）

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

MEMO  

２．保険に関する手続き

後期高齢者医療保険に加入していたチ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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福祉医療制度を利用していた 

受給資格者証の返却手続き

手続き詳細 期　限

受給資格者証（ピンク色）を返却してください。 死亡日から14日以内

手続き可能な人

遺族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の福祉医療費受給資格者証 保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

送付先変更手続き⑤
手続き詳細 期　限

各種通知は、今までの住所地に送付されますので、他のところへ送付
を希望される場合は、送付先変更の手続きをしてください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 申請者の本人確認書類 保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461

MEMO  

２．保険に関する手続き

後期高齢者医療保険に加入していた チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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２．保険に関する手続き

国民健康保険に加入する 

国民健康保険加入の手続き手続き

手続き詳細 期　限

職場の健康保険に加入していた方が亡くなられたことに伴い、その家族
（被扶養者）が他の健康保険に加入しない場合に国民健康保険に加入
する手続きをしてください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

同一世帯員

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

□ 健康保険資格喪失証明書

保険年金課 医療給付係
☎ 0279-22-2461
または
各行政センター

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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未支給年金の請求手続き

３．年金に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備のうえ、事前にお問
い合わせください。

受給権者の年金支払日の
翌月の初日から５年以内

手続き可能な人

亡くなられた方と生計を
同じくしていた３親等以
内の親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 請求者の本人確認書類

□ 亡くなられた方の年金証書

□ 戸籍謄・抄本（死亡日以降に交付され、亡くなられた方と
請求者の関係がわかるもの）

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 住民票の写し、生計同一関係に関する申立書など（亡くな
られた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかるも
の）

□ 請求者の通帳

※マイナンバーを記入いただくと省略できるものがあります。

※請求する方の続柄によって、提出書類が異なります。

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429
または
ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165

国民年金を受給していた

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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４．税金に関する手続き３．年金に関する手続き

遺族基礎年金の請求手続き①
手続き詳細 期　限

亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備のうえ、事前にお
問い合わせください。

死亡日から５年以内

（５年経過後も請求できま
すが、支給月から５年が過
ぎた年金は受け取りができ
なくなります。）

手続き可能な人

亡くなられた方の子のあ
る配偶者または子

必要なもの 問い合わせ先

□ 請求者の本人確認書類

□ 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書

□ 戸籍謄・抄本（死亡日以降で請求書の提出日から６か月以
内に交付され、亡くなられた方と請求者の関係がわかるも
の）

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 住民票の写し、生計同一関係に関する申立書など（亡くなら
れた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの）

□ 死亡診断書（コピー）または死亡届の記載事項証明書

□ 所得証明書、源泉徴収票など（請求者の収入が確認できる
もの）

□ 請求者の通帳

※マイナンバーを記入いただくと省略できるものがあります。

※�請求する方の続柄によって、提出書類が異なります。

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429
または
ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165

MEMO  

亡くなられた方が、原則65歳未満で（過去に）国民年金（第１号被保険
者・任意加入被保険者）に加入していた

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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４．税金に関する手続き３．年金に関する手続き

寡婦年金の請求手続き②
手続き詳細 期　限

亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備のうえ、事前に
お問い合わせください。

死亡日から５年以内

手続き可能な人

配偶者

必要なもの 問い合わせ先

□ 請求者の本人確認書類

□ 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書

□ 戸籍謄・抄本（死亡日以降で請求書の提出日から６か月以
内に交付され、亡くなられた方と請求者の関係がわかるも
の）

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 住民票の写し、生計同一関係に関する申立書など（亡くなら
れた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの）

□ 所得証明書、源泉徴収票など（請求者の収入が確認できる
もの）

□ 請求者の通帳

※マイナンバーを記入いただくと省略できるものがあります。

※請求する方の続柄によって、提出書類が異なります。

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429
または
ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165

MEMO  

亡くなられた方が、原則65歳未満で（過去に）国民年金（第１号被保険
者・任意加入被保険者）に加入していた

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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３．年金に関する手続き

死亡一時金の請求手続き③
手続き詳細 期　限

亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備のうえ、事前に
お問い合わせください。

死亡日から２年以内

手続き可能な人

亡くなられた方と生計を同
じくしていた３親等以内の
親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 請求者の本人確認書類

□ 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書

□ 戸籍謄・抄本（死亡日以降に交付され、亡くなられた方と
請求者の関係がわかるもの）

□ 亡くなられた方の住民票の除票

□ 住民票の写し、生計同一関係に関する申立書など（亡くなら
れた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの）

□ 請求者の通帳

※マイナンバーを記入いただくと省略できるものがあります。

※請求する方の続柄によって、提出書類が異なります。

保険年金課 国保年金係
☎ 0279-22-2429
または
ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165

MEMO  

亡くなられた方が、原則65歳未満で（過去に）国民年金（第１号被保険
者・任意加入被保険者）に加入していた

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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介護保険被保険者証などを持っていた

保険証などの返却手続き①

介護保険料手続き②

４．介護保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の介護保険被保険者証を返却してください。

また、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証をお持ちだっ
た場合は、あわせて返却をお願いします。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の介護保険被保険者証

以下、お持ちだったもの

□ 介護保険負担割合証

□ 介護保険負担限度額認定証

介護保険課 介護認定係
☎ 0279-22-2116
または
各行政センター

手続き詳細 期　限

介護保険料は月割となりますので、保険料額に変更が生じた場合は、死
亡届を受理した翌月以降に保険料変更通知書を送付します。

送付先は、相続人宛となります。希望する送付先がある場合は、送付先
を申し出てください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類 介護保険課 介護給付係
☎ 0279-22-2116

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

広
告
掲
載
事
業
者

各
種
手
続
き

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て
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４．介護保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

高額介護サービス費の未支給分があり、振込先を相続人の口座に変更
される場合は、手続きをしてください。

原則介護保険のサービス
提供月の翌月の１日から２
年間

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人の口座情報がわかるもの 介護保険課 介護給付係
☎ 0279-22-2116

介護認定を受けていた

高額介護サービス費の支給口座変更手続き

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続
き

そ
の
他

相
続
に
つ
い
て



23 24

手続き詳細 期　限

あんしん見守り緊急通報システムサービス機器、GPS端末の貸し出しを
受けていた場合は、機器などの返却をお願いします。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

以下、貸し出しを受けていたもの

□ あんしん見守り緊急通報システムサービス機器

□ ＧＰＳ端末

高齢福祉課 高齢福祉係
☎ 0279-22-2257

緊急システムサービス機器などの貸し出しを受けていた

貸与品の返却手続き

５．高齢者支援に関する手続き

手続き詳細 期　限

救急医療情報キットの給付を受けていた場合、筒や安心カードの返却
の必要はありません。ご自宅にて処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 救急医療情報キット 高齢福祉課 高齢福祉係
☎ 0279-22-2257

救急医療情報キットの給付を受けていた

救急医療情報キットの処分手続き
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６．税金に関する手続き

市民税・県民税が課税されていた

相続人代表者の指定手続き

手続き詳細 期　限

市・県民税はその年の１月１日現在の状況に応じて課税しますので、１
月２日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の所得があった場
合は、納税義務が生じます。

納税義務は相続人に継承され、その年度の市・県民税は相続人に納付
していただくことになります。

亡くなられた方に代わって、市・県民税の納税を管理する方（相続人代
表者）を相続人から指定し、市民税・県民税に係る相続人代表者指定
届の提出をしてください。

死亡月内（可能であれば）
※亡くなられた月の翌月以
降の届出の場合、届出
前に相続人宛に納税通
知書が届く場合がありま
す。

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人の本人確認書類

※相続人であることがわかる戸籍謄本が必要となる場合があり
ます。

税務課 市民税係
☎ 0279-22-2113
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６．税金に関する手続き

バイク・軽自動車を所有していた

名義変更・廃車手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方名義の登録となっている125cc以下の原動機付自転車
や小型特殊自動車について、所有者が変わった場合は名義変更の手続
きをしてください。また、処分・売却する場合は廃車（ナンバープレート
の返却）の手続きをしてください。

125ccを超える自動二輪や三輪、四輪の軽自動車などについては、車両
によって手続きの窓口が異なります。該当する窓口で手続きをしてく
ださい。

【125ccを超える自動二輪】

関東運輸局群馬運輸支局

☎ 050-5540-2021

【三輪、四輪の軽自動車など】

軽自動車検査協会群馬事務所

☎ 050-3816-3109

【名義変更】
死亡日から15日以内

【廃車】
死亡日から30日以内

手続き可能な人

①相続人

②相続人と同居の家族

③その他

※③の方が手続きされる
場合には、相続人からの
委任状が必要です。

必要なもの 問い合わせ先

【名義変更】

□ 届出者の本人確認書類

□ 標識交付証明書

□ 相続人の譲渡証明書（相続人以外へ名義変更する場合）

【廃車】

□ 届出者の本人確認書類

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書

※手続きする方と亡くなられた方の続柄が確認できない場合、戸
籍謄本が必要となることがあります。

税務課 庶務・諸税係
☎ 0279-22-2113
または
各行政センター
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６．税金に関する手続き

固定資産（土地・家屋）を所有していた

相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書の提出手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の固定資産税に関する書類を受け取る代表者を相続人
の中から指定いただくとともに、現所有者（相続人）の申告をしていただ
く必要があります。自分が現所有者（相続人）であることを知った日の翌
日から３か月を経過した日までに申告してください。

また、固定資産税は、登記簿または土地家屋補充課税台帳に所有者とし
て登録されている方に課税しますので、土地・家屋の所有権移転の登記
手続きまたは未登記家屋の名義変更手続きを行ってください。所有権移
転の登記手続き方法については、土地・家屋を管轄する地方法務局（登
記所）へ、未登記家屋の名義変更手続きについては、市役所税務課資産
税係へお問い合わせください。

相続が発生した年内
※郵送で相続人代表者届
出書及び固定資産現所
有者申告書が届いた方
は概ね３週間以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方との続柄がわかる戸籍謄本（写しでも可）

□ 遺言書・遺産分割協議書などがある場合はその写し

※課税状況により必要なものが異なりますので、詳細はお問い合
わせください。

税務課 資産税係
☎ 0279-22-2189
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６．税金に関する手続き

MEMO  

市税などに未納がある

相続人代表者の指定手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方に市税などの未納がある場合は、相続人に継承され、
未納分を相続人に納めていただくことになります。また、未納が続くと、
相続人が滞納整理の対象となります。

期限内の納付が困難な場合はご相談ください。また、相続放棄をした
場合も手続きが必要です。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【未納税などの確認、相談をしたい場合】

□ 相続人の本人確認書類

※相続人であることがわかる戸籍謄本が必要となる場合があり
ます。

【相続放棄をした場合】

□ 相続放棄申述受理通知書

納税課

☎ 0279-22-2390

市税などの納付手続き
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６．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の口座から市税などを口座振替していた場合は、振替
口座の廃止または変更手続きが必要です。

変更・廃止をしないと口座凍結などにより振替できないことがあります。

詳しくはお問い合わせください。

なし

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【口座振替の廃止をしたい場合】

□ 廃止する金融機関口座の届出印

【振替口座の変更をしたい場合】

（１）、（２）のいずれかからお選びください。

（１）申込用紙（口座振替依頼書）を提出

□ 亡くなられた方の納税通知書

□ 変更先の金融機関の通帳など

□ 変更先の金融機関口座の届出印

（２）Web座振替受付サービスを利用

□ スマホなどのインターネットが利用でき、メールを送受信できる
端末

□ 通帳（最終残高を記帳したもの）とその暗証番号

□ 亡くなられた方の納税通知書

※�（２）のご利用と詳細はこちらの二次元コード
からご確認ください。

※口座振替ができるのは、市内に店舗のある金融機関に限りま
す。

納税課
☎ 0279-22-2390

口座振替で納税していた

市税などの振替口座の変更手続き
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手続き詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療
育手帳をお持ちだった場合、手帳を返還してください。

※市役所以外の手続きで使用する場合がありますので、返還する前にコ
ピーを取ってください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

以下、お持ちだったもの

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳

□ 亡くなられた方の精神障害者保健福祉手帳

□ 亡くなられた方の療育手帳

社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちだった場
合、死亡日をもって無効となります。受給者証（精神通院）を返還してくだ
さい。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証（精神通院） 社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

自立支援医療受給者証を交付されていた

手帳の返還、返還届の提出手続き

自立支援医療受給者証（精神通院）の返還、返還届の提出手続き

７．福祉（障害）に関する手続き
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７．福祉（障害）に関する手続き

特別障害者手当などを受給していた

死亡届、未支給手当請求書の提出手続き

手続き詳細 期　限

次のいずれかの手当を受けていた方が亡くなられた場合、死亡月をもっ
て受給資格が喪失となります。

未支払い分の手当があれば請求の手続きをしてください。

・特別障害者手当

・障害児福祉手当

・経過的福祉手当

※上記以外にも手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせ
ください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 請求者の本人確認書類

□ 請求者の金融機関口座がわかるもの

社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359
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７．福祉（障害）に関する手続き

心身障害者扶養共済制度を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者扶養共済制度の年金を受給していた場
合、死亡月をもって受給資格が消滅となります。

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

□ 年金受給権者の住民票（除票）の写し

※渋川市外に住民登録をしている場合

社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359

【年金を受給していた方が亡くなられた場合】

年金受給権者死亡届書の提出手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者扶養共済制度に加入されていた場合、年金
請求の手続きをしてください。

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

□ 加入者の住民票（除票）の写し

□ 年金受給権者の金融機関口座がわかるもの

□ 加入証書

□ 死亡診断書の写し

□ 年金受給権者の住民票の写し

社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359

【加入者が亡くなられた場合】

年金請求の手続き手続き
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７．福祉（障害）に関する手続き

心身障害者扶養共済制度を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者扶養共済制度の年金を受給する権利を有
していた場合、弔慰金請求の手続きをしてください。

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

□ 加入者の住民票の写し

□ 年金受給権者の住民票（除票）の写し

社会福祉課 障害福祉係
☎ 0279-22-2359

【年金を受給する権利のある方が亡くなられた場合】

弔慰金請求の手続き手続き
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８．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が児童手当を受給していた場合、死亡月をもって受
給資格が消滅となります。

未支払い分の手当があれば請求の手続きをしてください。

児童手当を引き続き受給するために、児童の新たな保護者の方は受給者
変更の手続きをしてください。

死亡日の翌日から15日以内
（手続きが遅れると、支給
されない月が発生すること
があります。）

手続き可能な人

児童の新たな保護者

必要なもの 問い合わせ先

【未支払いの児童手当の請求】

□ 請求者の本人確認書類

□ 対象児童名義の金融機関口座がわかるもの

【受給者の変更】

□ 請求者の本人確認書類

□ 請求者（児童の新たな保護者）の金融機関口座がわかるもの

□ 請求者のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された
住民票の写し

こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

児童手当受給事由消滅届または額改定届の提出手続き

手続き詳細 期　限

児童手当の対象児童が亡くなられた場合、死亡月をもって受給資格
が消滅（他に対象児童がいる場合は減額）となるため、手続きをし
てください。

速やかに

手続き可能な人

受給者

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類 こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

【児童が亡くなられた場合】

児童手当を受給していた

未支払い児童手当請求書の提出、受給者変更の手続き手続き

【受給者が亡くなられた場合】
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手続き詳細 期　限

亡くなられた方が児童扶養手当を受給していた場合、死亡月をもっ
て受給資格が喪失となります。

未支払い分の手当があれば請求の手続きをしてください。

児童の新たな保護者の方は、児童扶養手当を受給できる場合があります
ので、詳細はお問い合わせください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

【受給者死亡届の提出】

親族など

【未支払いの児童扶養手当
の請求】

児童または児童の新たな
保護者

必要なもの 問い合わせ先

【受給者死亡届の提出】

□ 来庁者の本人確認書類

□ 児童扶養手当証書

【未支払いの児童扶養手当の請求】

□ 請求者の本人確認書類

□ 対象児童名義の金融機関口座がわかるもの

【受給者の変更】

※状況により必要なものが異なりますので、詳細はお問い合わせく
ださい。

こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

MEMO  

児童扶養手当を受給していた

受給者死亡届の提出手続き

【受給者が亡くなられた場合】

８．子どもに関する手続き
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８．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

児童扶養手当の対象児童が亡くなられた場合、死亡月をもって受給資格
が喪失（他に対象児童がいる場合は減額）となるため、手続きをしてくだ
さい。

速やかに

手続き可能な人

受給者

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

□ 児童扶養手当証書

※この他にも書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合
わせください。

こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。

未支払い分の特別児童扶養手当があれば、請求の手続きをしてください。

特別児童扶養手当を引き続き受給するために、児童の新たな保護者
の方は、受給者変更の手続きをしてください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

児童の新たな保護者

必要なもの 問い合わせ先

【受給資格者死亡届の提出】

□ 来庁者の本人確認書類

【未支払いの特別児童扶養手当の請求】

□ 請求者の本人確認書類

□ 対象児童名義の通帳

※状況により必要なものが異なりますので、詳細はお問い合わせく
ださい。

こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

特別児童扶養手当を受給していた

受給資格者死亡届の提出手続き

【受給者が亡くなられた場合】

児童扶養手当を受給していた

児童扶養手当資格喪失届または額改定届の提出手続き

【児童が亡くなられた場合】
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特別児童扶養手当資格喪失届または額改定届の提出手続き

手続き詳細 期　限

特別児童扶養手当の対象児童が亡くなられた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失（他に対象児童がいる場合は減額）となるため、手続
きをしてください。

速やかに

手続き可能な人

受給者

必要なもの 問い合わせ先

□ 来庁者の本人確認書類

※この他にも書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合
わせください。

こども課 子育て支援係
☎ 0279-22-2415

【児童が亡くなられた場合】

８．子どもに関する手続き

MEMO  

特別児童扶養手当を受給していたチ
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９．上下水道に関する手続き

水道の契約などをしていた

水道の契約者や所有者の変更または休止の手続き手続き

手続き詳細 期　限

下記の手続きが必要となる場合があります。

・水道契約者の名義変更

・水道所有者の変更

・水道使用の休止

・お支払い口座の変更

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 申請者の本人確認書類

【お支払い口座の変更手続きを行う場合】

□ 変更先の金融機関口座がわかるもの

□ 変更先の金融機関口座の届出印

上下水道局 水道料金窓口
☎ 0279-22-2531
または
各行政センター
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市営住宅に入居していた

市営住宅入居者等異動届の提出手続き

手続き詳細 期　限

市営住宅に入居していた方が亡くなられた場合、下記の手続きが必要で
す。

【名義人が亡くなられた場合】

市営住宅返還の届出（退去）または入居承継の届出（同居者の引継ぎ入
居）

※承継できる方は、配偶者及び高齢者、障害者などの居住の安定を図る
必要のある方です。また、子への承継はできません。

【同居者が亡くなられた場合】

入居者異動の届出

速やかに

手続き可能な人

【返還の届出の場合】
どなたでも

【入居承継の場合】
同居者

【入居者異動の場合】
名義人

必要なもの 問い合わせ先

【返還の届出の場合】

□ 申請者の本人確認書類

□ 申請者の金融機関口座がわかるもの

【入居承継の場合】

□ 新賃借人の本人確認書類

□ 新賃借人の住民票（本籍地、筆頭者の記載のあるもの）

□ 戸籍謄本（亡くなられた方と新賃借人の関係がわかるもの）

【入居者異動の場合】

□ 住民票の除票など（異動したことがわかるもの）

建築住宅課 住宅管理係
☎ 0279-22-2072

10．住まいに関する手続き
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10．住まいに関する手続き

空き家になる

空き家等に関する相談手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が住んでいた家が空き家等になる、またはその可能性が
ある場合には相談できます。

なし

手続き可能な人

所有者等または

その関係者

必要なもの 問い合わせ先

□ 空き家等の所在地がわかる資料など 市民協働推進課 移住定住支援係
☎ 0279-22-2401
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タクシー利用券の処分手続き

手続き詳細 期　限

高齢者タクシー利用券は、交付を受けた本人だけが使用できるもので
あるため、亡くなられた方が交付を受けていて未使用品がある場合に
は、ご自宅にて処分してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の高齢者タクシー利用券 交通政策課 公共交通係
☎ 0279-22-2264

11．その他の手続き

高齢者タクシー利用券を交付されていた

タクシー利用券などの処分手続き

手続き詳細 期　限

運転免許証自主返納事業のタクシー利用券及びバス回数券は、交付
を受けた本人だけが使用できるものであるため、亡くなられた方が交
付を受けていて未使用品がある場合には、ご自宅にて処分してくださ
い。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の運転免許証自主返納支援事業のタクシー利用
券またはバス回数券

危機管理課 安全安心係
☎ 0279-22-2130

運転免許証自主返納支援事業のタクシー利用券などを交付されていた
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11．その他の手続き

占用許可の変更または廃止の手続き手続き

手続き詳細 期　限

相続により引き続き道路を占用する場合は、承継の届出をしてください。
占用の必要がなくなった場合は、廃止の届出をしてください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

承継した日から30日以内

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

【名義の変更】

□ 地位承継届（相続される場合）及び表記されている添付書類

【道路占用の廃止】

□ 道路占用廃止届

土木管理課 土木管理係
☎ 0279-22-2117

道路を占用していた

農地法第３条の３第１項の規定による届出書の提出手続き

手続き詳細 期　限

相続や遺贈により、農地の権利（所有権や賃借権など）を取得した方は、
農業委員会へ届出書を提出してください。

権利を取得したことを知っ
た時点から、概ね10か月以
内

手続き可能な人

相続人や代理の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 農地法第３条の３第１項の規定による届出書

□ 届出書の地番記載に代えて登記全部事項証明書などの写し添
付でも可

農業委員会事務局
☎ 0279-22-2920

農地を所有していた
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森林を所有していた

11．その他の手続き

森林所有者の変更手続き

手続き詳細 期　限

森林を相続した場合、新たに所有者となられる方の届出をしてください。

まずは電話でお問い合わせください。
土地の所有者となった日か
ら90日以内

手続き可能な人

相続人や代理の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 森林法第10条の7の2第1項の規定による届出書

□ 森林の土地の位置を示す地図

□ 登記事項証明書または相続人であることを証明する書類

農林課 林業政策係
☎ 0279-22-2593

犬の登録事項の変更手続き

手続き詳細 期　限

飼い主の変更や犬の所在地の変更を届け出てください。 飼い主が変更になった日か
ら30日以内

手続き可能な人

新しい飼い主または同一世
帯員

必要なもの 問い合わせ先

□ 犬の鑑札、注射済票など

※場合により必要なものが異なりますので、詳細はお問い合わせく
ださい。

環境課 生活環境係
☎ 0279-22-2114

犬を飼っていた
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11．その他の手続き

ごみの処分手続き

手続き詳細 期　限

渋川地区広域圏清掃センターへ直接搬入するか、市から許可を受けて
いる業者へ委託して処分してください。詳しくは、電話でお問い合わせく
ださい。

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

渋川地区広域圏清掃センターへ直接搬入する場合は、ごみの排出
場所が確認できる電気、水道など公共料金の領収証をご持参くだ
さい。

環境課 生活環境係
☎ 0279-22-2114

ごみを処分する

利用権承継の手続き手続き

手続き詳細 期　限

市有墓地の利用許可を受けた方が亡くなられた場合、その墓地の利用
権を承継する方が墓所利用承継許可申請書を提出してください。 手続き可能な人

親族など

必要なもの 問い合わせ先

□ 申請者の本人確認書類

□ 承継の事由を証する書類（戸籍謄本など）

環境課 環境政策係
☎ 0279-22-2114

市有墓地を利用していた

利用権継承の手続き手続き

市有墓地に遺骨を埋蔵・改葬する

埋蔵・改葬届の提出手続き

手続き詳細 期　限

市有墓地に遺骨を埋蔵・改葬する場合は、事前に埋蔵・改葬届の提出
が必要です。

遺骨を埋蔵・改葬する前

手続き可能な人

市有墓地利用者

必要なもの 問い合わせ先

□ 埋火葬許可証（埋蔵する場合）

□ 改葬許可証（改葬する場合）

環境課 環境政策係
☎ 0279-22-2114
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本・CD・DVD及び図書利用券の返却手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が図書館の本・CD・DVDを借りていた場合は、返却をし
てください。また、窓口にて図書利用券を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも

必要なもの 問い合わせ先

□ 貸し出し中の本、CD、DVD

□ 亡くなられた方の図書利用券

渋川市立図書館
☎ 0279-22-0644

図書館の本・CD・DVDを借りていた

11．その他の手続き

犯罪被害者等支援金と犯罪被害者等補助金の手続き手続き

手続き詳細 期　限

犯罪により亡くなられた方の遺族に支援金（30万円）を支給します。また、
弁護士費用、家事代行費用、託児施設利用、カウンセリング費用及び転
居費用などの一部に対し、補助金を交付します。支給・交付には条件が
あり、手続きが異なりますのでお問い合わせください。

犯罪発生から１年以内

手続き可能な人

遺族

必要なもの 問い合わせ先

□ 渋川市犯罪被害者等支援金支給申請書

□ 渋川市犯罪被害者等支援事業補助金交付申請書

□ その他添付書類

危機管理課 安全安心係
☎ 0279-22-2130

犯罪により亡くなられた
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亡くなられた方の勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。詳しくは勤務先にお問い合わせください。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

亡くなられた方が働いていた勤務先に提出する必
要があります。

社員証などの返却
社員証や資格確認書など勤務先から貸与を受けて
いたものを返却してください。

国民健康保険などへの加入
亡くなられた方の扶養となっていた方は、同時に資
格を喪失しますので、資格喪失後は他の医療保険
制度へ加入する必要があります。

最終給与、退職金などの請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料の請求 2年以内
亡くなられた方が加入していた健康保険組合など
で、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5年以内

【必要なもの】
遺族厚生年金裁定請求書、亡くなられた方の年金
手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明
書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番
号

【手続き先】
年金事務所

【その他】
遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎
年金も支給されます。

亡くなられた方が会社員だった場合
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亡くなられた方が個人事業主だった場合

亡くなられた方が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続の手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

個人事業者の死亡届出書

速やかに

税務署に提出します。

高崎税務署
☎ 027-322-4711

事業廃止届出書

個人事業の
開業・廃業など届出書

１か月以内
給与支払事務所などの
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3月 15 日まで

１新しい改葬先を確保

２埋葬の事実の証明
現在埋葬されている墓地の管理者から、埋葬の
事実を証明してもらいます。

３改葬許可証の受け取り
永代供養や納骨堂に遺骨を移す際に必要な手続きです。
※散骨や手元供養の場合は不要なことが多いですが、念のため
事前に確認しておきましょう。

▼必要書類
改葬許可申請書
▼提出先（受取先）
墓地のある市区町村に提出し、改葬の申請を行って
改葬許可証を受け取ります。

４遺骨の取り出し（魂抜き）
住職などにお経を上げてもらって遺骨を取り出し
ます。遺骨の取り出しは石材店にお願いするため、
事前にどこにお願いするか決めておきます。

５納骨、魂入れ
改葬先に改葬許可証を提出し、納骨を行います。
※散骨や手元供養の場合は異なります。

環境課　環境政策係
☎ 0279-22-2114

担当課・問い合わせ先

改葬・墓じまいの手続きについて
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手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要
となる場合があります。手続き方法や持ち物、期限などは、各問い合わせ先にお尋ねください。

国・県への手続き
項目 ✓ 完了日 主な手続き 問い合わせ先

相
続
・
登
記
変
更
、証
明
書
の
交
付

□ 土地、家屋等の相続登記
前橋地方法務局渋川出張所　☎ 0279-22-0242
詳しくはP.51または法務局のホームページ
をご確認ください。

□
法定相続情報証明制度の利用
（法定相続情報一覧図の保管及
び交付の申出）

前橋地方法務局渋川出張所　☎ 0279-22-0242
詳しくはP.57または法務局のホームページ
をご確認ください。

雇
用
保
険

□ 未支給の失業等給付の請求
ハローワーク渋川　☎ 0279-22-2636
群馬労働局　☎ 027-210-5007

外
国
人

□
特別永住者証明書、在留
カードの返納

東京出入国在留管理局　☎ 0570-034259
（IP、海外から）　☎ 03-5796-7234

運
転

免
許
証

□ 運転免許証の返納
渋川警察署　☎ 0279-23-0110
渋川交通安全協会　☎ 0279-22-1125

国
税 □

相続税の手続き
所得税・消費税の申告など

高崎税務署
☎ 027-322-4711

ライフライン、預貯金、保険など

電
気 □ 電気の名義変更、解約

契約会社
※検針票、電気使用量のお知らせに記載さ
れているお客様番号をお知らせください。

ガ
ス □ ガスの名義変更、解約

契約会社
※検針票、ガス使用量のお知らせに記載さ
れているお客様番号をお知らせください。

通
信
関
係

□ 固定電話の名義変更、解約

NTT 東日本　☎ 局番なし「116」
（携帯電話、NTT 東日本以外の電話から）
☎ 0120-116-000
または契約会社

□ 携帯電話の名義変更、解約 契約会社

□

市役所以外での主な手続きチェックリスト
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ライフライン、預貯金、保険など

通
信
関
係

□ インターネットの名義変更、解約 契約会社

□ ケーブルテレビの名義変更、解約 契約会社

□ NHK受信料の名義変更、解約 NHK ふれあいセンター　☎ 0120-15-1515

預
貯

金
等

□ クレジットカードの解約 契約会社

□ 預貯金口座に関する手続き 金融機関

融
資 □ 住宅ローン残高の返済等

借入先の金融機関など
※亡くなられた方が住宅ローンの債務者になってい
た場合は、相続人がローンを引き継ぐのが原則と
なり、債務者の名義変更が必要となります。ご契
約されていた金融機関などにご確認ください。

株
式
等

□ 株式・投資信託の名義変更

証券会社等
※必要書類は各証券会社等で異なりますのでご確認
ください。遺産分割協議書または相続人代表者委
任状、故人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明・実印
等が必要となる場合があります。

生
命

保
険 □

死亡保険金の請求
入院給付金の請求等

加入していた生命保険会社または代理店

損
害

保
険 □ 名義変更、解約 加入していた損害保険会社または代理店

市役所以外での主な手続きチェックリスト

専門相談窓口のご案内
専門相談をご利用になる場合は、電話で事前に予約をしてください。
日程については市ホームページや広報に掲載しています。

相談名 相談内容 相談員 問い合わせ先

税務相談
相続税や贈与税、土地や建物を
売った場合の税金についてなど

税理士
税務課　庶務・諸税係
☎ 0279-22-2113

法律相談
相続、離婚、家庭、金銭など日
常生活上での法律に関わる問題
（1人概ね 30 分程度）

弁護士
市社会福祉協議会
☎ 0279-25-0500

登記相談
相続、離婚、土地の売買などに伴う
登記について（1人概ね 40 分程度）

司法書士
市社会福祉協議会
☎ 0279-25-0500

空き家相談
空き家等及び空地の登記、相続、
売買、賃貸借に関する相談、解
体、改築に関する相談

宅地建物取引士
市民協働推進課　移住
定住支援係
☎ 0279-22-2401
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兄弟姉妹が死亡している場合

◎兄弟姉妹が先に亡くなった場合は、
その子ども（被相続人の甥姪）が

子が死亡している場合 相続する

◎子どもが先に亡くなった場合は、
その子ども（被相続人の孫）が
相続する

※常に相続人

相続登記の話
①相続人って誰のことでしょうか？

被相続人
（亡くなった方）

配偶者

父 母

兄 妹

長女長男

姪甥

孫孫

第３順位（兄弟姉妹）

第２順位（親）

第１順位（子）

トウキツネがお知らせします
初めまして、トウキツネです。

ここでは、相続やその登記について
お伝えします。

②相続登記とは？

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を

被相続人（亡くなった方）から相続人に変更することです。

③相続登記は、しなくてはいけないのでしょうか？

相続登記の申請がされなかったために、所有者が不明な土地が増加しています。

令和6（２０２４）年４月１日から、相続登記の申請が義務化されました。

不動産登記推進

イメージキャラクター

「トウキツネ」

不動産を相続した方へ

～相続登記・遺産分割を進めましょう～ 司法書士アクセスブック
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　　　　　　　　　　　　　　　前橋地方法務局作成

【法定相続情報一覧図】があると便利です。

相続登記は司法書士に手続を依頼することをおすすめします。

◎必要書類等の一例◎

①相続人全員の戸籍謄本

②被相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
③被相続人の住民票の除票、戸籍の附票・除票

④不動産を取得する方の住民票

⑤相続する不動産の評価証明書（登録免許税の計算に必要です。）

⑥遺産分割協議書（相続人の印鑑証明書添付）・遺言書等
⑦登記申請書・相続関係説明図・登録免許税　　　

　　司法書士は相続登記の専門家です。相続登記の手続一切を行いますので、書類を作成

したり、何度か法務局に足を運んだりというお手間がかかりません。

　　相続の手続は、不動産登記のほか、金融機関、保険会社、相続税などさまざまです。これらの

手続にはそのつど戸籍等の書類を揃える必要がありますが、「法定相続情報一覧図」を作成し、
法務局に保管しておくことで、戸籍類に代わる書類が発行されます。
　　手数料無料で、必要な通数を取得することができます。

　　法定相続情報一覧図作成等の手続も、司法書士に依頼することができます（司法書士のほか、
弁護士、行政書士、税理士なども手続の代理ができます。）。
　　ご自身で手続される場合は、必要書類を揃えて法務局に申出します。申出ができる法務局は、

被相続人の本籍地や申出人の住所地の不動産を管轄する法務局などに限られています。
　　不明な点は、「登記手続案内」（※要予約）を利用することができます。

※相続登記についてのお問い合わせは※

司法書士への依頼をご検討の方は

群馬司法書士総合相談センター
℡　０２７－２２１－０１５０　

登記手続案内の予約は

前橋地方法務局渋川出張所
℡　０２７９－２２－０２４２　

未登記建物のご相談は

群馬土地家屋調査士会
℡　027-288-0033

相続の態様、相続人

の範囲、登記の内容

等によって必要書類
が異なります。

※申請書と記載例は、こちらから

相続の様式は、２－１です。

ご自身で手続される場合は、必要書類等を揃えて管轄の法務局に申請します。

不明な点は「登記手続案内」（※要予約）を利用することができます。

◎法定相続情報一覧図の保管の申出に必要な書類◎

①相続人全員の戸籍謄本
②被相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
③被相続人の住民票の除票、戸籍の附票・除票

④一覧図に住所を記載する相続人の住民票
⑤一覧図の保管及び交付の申出書・申出人の免許証等・一覧図　　　

※法定相続情報一覧図

　　の作成方法等はこちら

　　から
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得
することで、課税対象の不動産のすべてを知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、亡くなられた方の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要で
す。役所の窓口で「相続に使用するため出生から
死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出てくだ
さい。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合わせすることで、相続財産のほと
んどを知ることができます。また、自宅以外の不
動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を
取得することで、課税対象の不動産のすべてを知
ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４か月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４か月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10か月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

相続に関する手続きチェックリスト

MEMO  
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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MEMO  
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市役所に提出した死亡届の写し（コピー）をもらうことはできますか？

死亡届の写しは、戸籍法により原則非公開ですが、法律により認められている「特
別な事由」がある場合のみ交付することができます。公的遺族年金の請求や、郵便
局（民営化前）簡易保険の死亡保険金の請求などがこれに該当します。そのため、
申請の際には詳しく使用目的を記載していただきます。会社への提出や、民間の保
険会社などの手続きのためには交付できませんので、病院で死亡診断書を請求して
ください。なお、交付が可能な事由があっても、本籍地が渋川市の死亡届で、令和
６年３月１日より前に届出をしたものについては、法務局に送付されているため、
市役所での交付ができませんのでご注意ください。
令和６年３月１日以降に届出をした死亡届については、死亡届の受理地及び亡くな
られた方の本籍地で写しを請求することができます。
※市区町村役場の窓口へ提出する前の死亡届はコピーすることができます。

亡くなられた方の本籍はどのように確認したらいいですか？

本籍は、以下で確認ができます。
・埋火葬許可証（納骨の際に必要となる書類）　
・亡くなられた方の本籍が記載された住民票の除票
　※死亡から５年以上経過すると発行されない自治体もあります。
・亡くなられた方の古い運転免許証の本籍欄（現在の運転免許証には本籍欄はあり
ません）
・亡くなられた方の子が結婚している場合、子の現在戸籍の「従前戸籍」
戸籍の証明を請求するには、請求する戸籍を特定するため「本籍」及び「筆頭者」
を明らかにする必要があります。「本籍」及び「筆頭者」の表示が、請求書に記入
された情報と一致しない場合は、戸籍の証明を交付することはできません。また、
窓口で本人確認書類により本人確認ができたとしても、本籍などをお答えすること
はできません。

渋川市に本籍がない場合でも、渋川市に戸籍の請求はできますか？

渋川市に本籍がない場合でも、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方は渋川市に請
求できます。（委任状による請求はできません。）なお、渋川市以外が本籍の戸籍を渋
川市に請求する場合は、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類が必要です。
それ以外の方は、本籍地のある市区町村に請求してください。遠方の場合は、郵送
で請求することができます。（電話やメールでは請求できません。）

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

A1A1

A2A2

A3A3

死亡の届出後の戸籍に関するよくある質問
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相続手続きに、亡くなられた方の「出生から死亡までの戸籍」が必要となり
ました。どのような手順でそろえたらいいですか？

相続人となる親族の有無を確認するため、被相続人（亡くなられた方）の出生から
死亡までの戸籍が必要となることがあります。

戸籍は、婚姻や転籍（本籍を移すこと）、法律による改製などにより、多くの人が
何度か戸籍を編成し直すことになります。従って、「出生から死亡までの戸籍」は
複数に渡ることがほとんどです。戸籍には、どこの戸籍から来たか（従前戸籍）が
記載されているので、最後の本籍地から遡って戸籍を取得することで、スムーズに
そろえることができます。

配偶者、直系尊属、直系卑属の方が窓口で戸籍を請求する場合は、亡くなられた方
の最後の本籍地を申請書に記入して請求してください。それ以外の方が戸籍をそろ
える場合は、まず亡くなられた方の最後の本籍地へ戸籍の請求をし、遡ってそれぞ
れの本籍地宛に戸籍を請求してください。

相続手続きのため、死亡した父（母）との親子関係がわかる証明が必要であ
るといわれました。何を請求すればいいですか？

ご自身の現在戸籍を請求してください。「父（母）の氏名」と「続柄」が記載され
ていますので、親子の証明になります。

ご自身が婚姻されている場合で、お父様（お母様）と同じ戸籍にいるものが必要な
場合は、ご自身の婚姻前の戸籍を請求してください。

Q4Q4

Q5Q5

A4A4

A5A5

死亡の届出後の戸籍に関するよくある質問
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各種証明書の発行について

【発行窓口】市民課、各行政センター

証明書の種類 必要なもの 1通あたりの手数料 注意事項

印鑑登録証明書 登録者の印鑑登録証（カード） 300 円
亡くなられた方の印鑑登録
証明書は取得できません。

住民票の写し

来庁者の本人確認書類
（代理人が申請する場合は委任
状が必要です）

300 円 本籍地以外では、戸籍
抄本、戸籍の附票の取
得はできません。

本籍地以外では、代理
人による戸籍謄本等の
申請はできません。

戸籍謄本・抄本

戸籍謄本・抄本：
450 円

除籍・改製原戸籍：
750 円

戸籍の附票 300 円

死亡届記載事項
証明書
（市民課のみ）

・本人確認書類
・死亡届記載事項証明書が必要
となる根拠資料（法令で定め
のある場合のみ交付可能です）

350 円

葬儀社等から渡される死
亡届（死亡診断書）のコ
ピーは大切に保管してく
ださい。届書等情報内容

証明書

戸籍（除籍）電
子証明書提供用
識別符号通知書

来庁者の本人確認書類
（代理人が申請する場合は委
任状が必要です）

戸籍：400 円
除籍：700 円

有効期限は発行から３
か月です。
通知書交付以降に届け
出た戸籍の内容は反映
されません。

　　顔写真付きの場合は１点、顔写真のないものは２点必要です。
　　有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
　　○顔写真付きのもの
　　　〔例〕運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4 月 1 日以降に発行のもの）、
　　　　　 マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、
　　　　　 精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など
　　○顔写真のないもの
　　　〔例〕健康保険の資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、
　　　　　 特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書、学生証など

※本籍地以外における戸籍謄本等の広域交付の場合は、顔写真付きの公的機関が発行した本人

確認書類が必要です。

本人確認書類
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市・区・町・村　　長　様

◎本人確認書類・返信用宛先と同じとなるようご注意ください。

◎筆頭者とは戸籍の先頭に記載されている方です。亡くなっても変わりません。

通 通

通 通

通 通

通 通

通

  ※２ 請求者本人以外の身分証明書をとる場合や、関係が「その他」にあたる場合は、委任状等が必要です。

郵郵送送請請求求ににああたたっっててののごご案案内内

● 必要な書類は以下の４つです。

１．戸籍謄・抄本等交付請求書（この書類です。）

２．定額小為替（ゆうちょ銀行、郵便局取扱い。何も記入しないでください。）

３．返信用封筒＋切手（請求者の住所・宛名を記入）※※住住民民票票記記載載のの現現住住所所地地以以外外ににはは

　送送付付ででききまませせんん。。　※通数が多い場合、切手は多めに同封してください。

４．請求者の本人確認書類（免許証、資格確認書等）のコピー　※現住所記載のもの。

● 郵送にかかる時間を勘案の上、日数に余裕をもってご請求ください。

● 死亡届や婚姻届など戸籍の届出がされた場合は、反映されるまで時間がかかります。

● 不明な点がある場合には、事前に送付先へお電話にて御確認ください。

戸籍謄・抄本等交付請求書（個人郵送用）
渋 川

〒377－0008

群馬県渋川市渋川○○○○番地○

昼間連絡のとれる電話番号

  明治・大正

  昭和・平成 自宅・携帯・勤務先・その他

渋 川　太 郎

謄本（全部） 抄本（一部）〔必要な者の名〕 手 数 料

戸 籍 2 〔　　　　　　〕 1通450円

除 籍 〔　　　　　　〕 1通750円

改 製 原 戸 籍 4 〔　　　　　　〕 1通750円

1 〔　　太　郎　〕 (※１)   　  円

・本籍・筆頭者氏名の記載が　☑必要　　　※☑が無い場合は記載されません。

・住民票コードの記載が　□必要　　　※☑が無い場合は記載されません。

　※Ｒ6.５.２６までに「除籍」「消除」となっている場合は記載されません。

・在外選挙人登録地の記載が　□必要（登録のある方のみ）

身分証明書 (※２) 〔　　　　　　〕 (※１)    　  円

そ の 他

請求理由
（使用目的）

必要としている
証 明 事 項

 請求者と証明が必要な者との関係（該当するところに○をつけてください。）

　　本人・配偶者・親子・孫・祖父母・その他（具体的に：　　　　　　　※２　）

  ※１ 市区町村により異なりますので、お確かめの上ご請求下さい。渋川市はそれぞれ1通３００円です。

　①最近２週間以内に戸籍の届出（死亡届や婚姻届など）をしましたか？

　　　いいえ・はい（令和  △  年  □  月  ○  日：婚姻・離婚・出生・死亡・その他）

　②どちらの市区町村に届出を提出しましたか？（　　渋 川　　市・区・町・村）

令和 ○ 年 △ 月 □ 日

住 所

氏 名 渋 川　花 子
0279-22-2111

生 年 月 日 □ 年 ○ 月 △ 日

本 籍 群馬県渋川市石原80番地１

筆 頭 者

戸籍の附票

請
求
理
由
等

例：（夫）太郎死亡による遺産相続手続きで、相続人の確認に必要なため。
　　太郎所有の自動車廃車手続きのため。　　　　　　　　　　　　　　など

例：太郎の出生から死亡までを２セット。
　　車検証に記載の住所△△市から現在までの住所の履歴が分かるもの。など
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市・区・町・村　　長　様

◎本人確認書類・返信用宛先と同じとなるようご注意ください。

◎筆頭者とは戸籍の先頭に記載されている方です。亡くなっても変わりません。

通 通

通 通

通 通

通 通

通

  ※２ 請求者本人以外の身分証明書をとる場合や、関係が「その他」にあたる場合は、委任状等が必要です。

郵郵送送請請求求ににああたたっっててののごご案案内内

● 必要な書類は以下の４つです。

１．戸籍謄・抄本等交付請求書（この書類です。）

２．定額小為替（ゆうちょ銀行、郵便局取扱い。何も記入しないでください。）

３．返信用封筒＋切手（請求者の住所・宛名を記入）※※住住民民票票記記載載のの現現住住所所地地以以外外ににはは

　送送付付ででききまませせんん。。　※通数が多い場合、切手は多めに同封してください。

４．請求者の本人確認書類（免許証、資格確認書等）のコピー　※現住所記載のもの。

● 郵送にかかる時間を勘案の上、日数に余裕をもってご請求ください。

● 死亡届や婚姻届など戸籍の届出がされた場合は、反映されるまで時間がかかります。

● 不明な点がある場合には、事前に送付先へお電話にて御確認ください。

戸籍謄・抄本等交付請求書（個人郵送用）

〒      　　－

昼間連絡のとれる電話番号

  明治・大正

  昭和・平成 自宅・携帯・勤務先・その他

謄本（全部事項） 抄本（一部事項）〔必要な者の名前〕 手 数 料

戸 籍 〔　　　　　　〕 1通450円

除 籍 〔　　　　　　〕 1通750円

改 製 原 戸 籍 〔　　　　　　〕 1通750円

〔　　　　　　〕 (※１)   　  円

・本籍・筆頭者氏名の記載が　□必要　　　※☑が無い場合は記載されません。

・住民票コードの記載が　□必要　　　※☑が無い場合は記載されません。

　※Ｒ6.５.２６までに「除籍」「消除」となっている場合は記載されません。

・在外選挙人登録地の記載が　□必要（登録のある方のみ）

身分証明書 (※２) 〔　　　　　　〕 (※１)    　  円

そ の 他

請求理由
（使用目的）

必要としている
証 明 事 項

 請求者と証明が必要な者との関係（該当するところに○をつけてください。）

　　本人・配偶者・親子・孫・祖父母・その他（具体的に：　　　　　　　※２　）

  ※１ 市区町村により異なりますので、お確かめの上ご請求下さい。渋川市はそれぞれ1通３００円です。

　①最近２週間以内に戸籍の届出（死亡届や婚姻届など）をしましたか？

　　　いいえ・はい（令和　  年  　  月  　  日：婚姻・離婚・出生・死亡・その他）

　②どちらの市区町村に届出を提出しましたか？（　　　　 　　市・区・町・村）

令和 　 年 　 月 　 日

住 所

氏 名

生 年 月 日 　 年 　 月 　 日

本 籍

筆 頭 者

戸籍の附票
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庁舎案内図
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第二庁舎２階
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種
手
続
き
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役
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